
会
期

　

平
成
28
年
12
月
８
日
か
ら
12

月
16
日
ま
で
の
９
日
間

本
会
議
１
日
目
（
12
月
８
日
）

　

市
長
報
告
（
中
核
市
移
行
中

止
） 

、
議
案
説
明
員
の
変
更
報

告
、
例
月
出
納
検
査
・
定
期
監

査
の
結
果
報
告
、
専
決
処
分
の

報
告

　

条
例
の
一
部
改
正
や
28
年
度

補
正
予
算
な
ど
の
議
案
の
上
程
、

各
常
任
委
員
会
へ
付
託

　

一
般
質
問

本
会
議
２
日
目
（
12
月
９
日
）

　

一
般
質
問

本
会
議
３
日
目
（
12
月
12
日
）

　

一
般
質
問

各
常
任
委
員
会
（
12
月
13
～
15

日
）

　

付
託
議
案
の
審
査

本
会
議
最
終
日
（
12
月
16
日
）

　

各
常
任
委
員
長
か
ら
付
託
議

案
の
審
査
結
果
報
告
、
討
論
、

採
決
（
議
案
第
83
号
は
賛
成
多

数
で
修
正
議
決
、
他
の
議
案
は

満
場
一
致
で
可
決
）

　

議
会
運
営
委
員
会
に
よ
る
特

定
事
件
の
継
続
調
査
の
可
決

◆
２
月
24
日
（
金
） 

本
会
議

◆
２
月
28
日
（
火
）

　

文
教
民
生
常
任
委
員
会

◆
３
月
１
日
（
水
） 

　

事
業
常
任
委
員
会

◆
３
月
２
日
（
木
）

  

総
務
常
任
委
員
会

◆
３
月
３
日
（
金
） 

本
会
議

◆
３
月
８
日
（
水
） 

本
会
議

◆
３
月
９
日
（
木
） 

本
会
議

◆
３
月
10
日（
金
）～
21
日（
火
） 

　

予
算
特
別
委
員
会
（
土
・
日

曜
日
は
休
会
）

◆
３
月
23
日
（
木
）
本
会
議

※
傍
聴
さ
れ
る
方
は
、
当
日
、

  

市
役
所
新
館
３
階
議
会
受
付

  

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
開
会
時
刻
は
午
前
10
時
で
す
。

　

た
だ
し
、
３
月
１
日
、
14
日
、

　

16
日
は
午
後
１
時
で
す
。

※
日
程
や
開
会
時
刻
は
、
変
更

  

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
テ
レ
ビ
岸
和
田
生
放
送
】

★
２
月
24
日
（
金
）
一
般
質
問

★
３
月
３
日
（
金
）

　

市
長
の
施
政
方
針

★
３
月
８
日
（
水
）
総
括
質
問

★
３
月
９
日
（
木
）
総
括
質
問

【
テ
レ
ビ
岸
和
田
録
画
放
送
】

★
２
月
25
日
（
土
）
一
般
質
問

★
３
月
４
日
（
土
）

　

市
長
の
施
政
方
針

★
３
月
11
日
（
土
）
総
括
質
問

★
３
月
12
日
（
日
）
総
括
質
問

【
ラ
ヂ
オ
き
し
わ
だ
録
音
放
送
】

★
２
月
26
日
（
日
）
一
般
質
問

★
３
月
５
日
（
日
）

　

市
長
の
施
政
方
針

★
３
月
10
日
（
金
）
総
括
質
問

★
３
月
11
日
（
土
）
総
括
質
問

※
放
送
時
間
な
ど
詳
細
は
、
各

　

放
送
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

定
例
会
の
概
要

３
月
定
例
会
を

　

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

議
会
中
継
を

ご
覧
く
だ
さ
い

修
正
の
内
容

　

議
員
の
期
末
手
当
は
現
行
の

ま
ま
据
え
置
き
、
特
別
職
の
期

末
手
当
や
職
員
の
給
与
な
ど
は

原
案
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
。

修
正
の
理
由

①
初
任
給
に
民
間
と
差
が
あ
り
、

　

優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
必　

　

要
が
あ
る
。

②
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

　

上
げ
、
効
率
的
で
安
定
的
な

　

行
政
運
営
に
つ
な
が
る
。

③
配
偶
者
の
扶
養
手
当
は
減
額　

　

さ
れ
る
が
、
子
の
扶
養
手
当

　

を
増
額
す
る
こ
と
で
、
少
子

　

化
対
策
に
つ
な
が
る
。

④
経
済
状
況
は
回
復
傾
向
に
あ

　

る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
し

　

い
と
感
じ
て
い
る
市
民
は
多

　

い
。
そ
れ
を
受
け
止
め
、
議

　

員
の
期
末
手
当
は
引
き
上
げ

　

ず
、
現
状
ど
お
り
と
す
る
。

賛
成
の
意
見

▽
人
事
院
勧
告
は
、
国
家
公
務

　

員
に
対
す
る
労
働
基
本
権
制

　

約
の
代
償
措
置
で
あ
る
が
、

　

社
会
情
勢
に
適
応
し
た
給
与

　

を
確
保
す
る
機
能
を
有
す
る

　

と
い
う
点
で
、
地
方
公
務
員

　

に
と
っ
て
も
軽
視
で
き
な
い
。

▽
議
員
の
報
酬
は
、
人
事
院
勧

　

告
の
内
容
に
含
ま
れ
ず
、
据

　

え
置
く
理
由
に
な
り
う
る
。

　

ま
た
、
職
員
の
勤
勉
手
当
や

　

給
与
の
引
き
上
げ
は
労
使
合

　

意
さ
れ
て
お
り
、
尊
重
す
べ

　

き
で
あ
る
。

反
対
の
意
見

▽
中
核
市
移
行
を
断
念
せ
ざ
る

　

を
得
な
い
ほ
ど
財
政
難
で
あ

　

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
年

　

度
だ
け
で
１
億
数
百
万
円
の

　

支
出
は
理
解
し
が
た
い
。

▽
今
後
策
定
さ
れ
る
財
政
の
再

　

建
プ
ラ
ン
で
、
給
与
が
減
額　

　

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
今

　

回
の
対
応
は
一
時
し
の
ぎ
で

　

し
か
な
い
。

議
案
第
83
号
の

修
正
案
を
可
決

完成間近　消防署岸城分署

　
平
成
28
年
第
４
回
定
例
会
で
は
、
条
例
の
一
部
改
正
や

補
正
予
算
な
ど
13
件
の
議
案
を
審
査
し
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
、
議
員
及
び
特
別
職
の
期
末
手
当
や
職
員
の
給
与
な
ど

を
引
き
上
げ
る
た
め
の
条
例
改
正
（
議
案
第
83
号
）
に
つ

い
て
は
修
正
案
を
可
決
し
、
そ
の
他
の
議
案
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
般
質
問
で
は
、
16
人
の
議
員
が
市
政
の
重
要

課
題
に
対
し
、
市
の
見
解
を
た
だ
し
ま
し
た
。

～
健
全
化
へ
の
取
り
組
み
を
問
う
～

厳
し
い
財
政
状
況 

岸
和
田
の
将
来
は

第 167 号
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